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規
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感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
五
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年
東
京

都
規
則
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
）

第
九
条
の
二

省
令
第
十
九
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準

イ

当
該
措
置
の
実
施
に
係
る
知
事
の
要
請
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
お
お
む
ね
七
日
以
内
に

実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
医
療
措
置
協
定
に
基
づ
き
当
該
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
確
保
す
る
病
床
数
が
十
床
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ハ

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内

容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
医
療
機
関
又
は
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
医
療
措
置
協
定
（
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
た

医
療
機
関
と
必
要
な
連
携
を
行
う
こ
と
そ
の
他
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準

イ

当
該
措
置
の
実
施
に
係
る
知
事
の
要
請
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
お
お
む
ね
七
日
以
内
に

実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
医
療
措
置
協
定
に
基
づ
き
一
日
当
た
り

（イ）
又
は

（ロ）
で
定
め
る
人
数
以
上
の
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
感
染
症
若
し
く
は
指
定
感
染
症
の
疑
似
症
患
者
若
し
く
は
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て

い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
又
は
新
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る

者
若
し
く
は
当
該
新
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
の
診

療
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（イ）

二
百
床
以
上
の
病
床
（
精
神
病
床
及
び
療
養
病
床
を
除
く
。
）
を
有
す
る
病
院

二
十
人

（ロ）

病
院
（

（イ）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
診
療
所

六
人

第
十
条
の
見
出
し
中
「
申
請
書
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関

又
は
」
を
「
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
」
に
改
め
、
「
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
」
の
下

に
「
、
第
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
又
は
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
を
加
え
、
「
の
申
請
書
」
を

「
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
に
、
「
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
る
」
を
「
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
り
申
請

す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
た
医
療
機
関
の
う

ち
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
そ
の

開
設
者
か
ら
指
定
に
係
る
同
意
を
得
た
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
指
定
の
申
請
を
行
っ
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
中
「
第
三
十
八
条
第
八
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「に

よ
り
感
染
症
指
定
医
療
機
関
と
し
て

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
「第
３８条

第
７
項

」
を
「第

３８条
第
９
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「に

よ
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
と
し
て

」
を

「

」
に
、
「第

３８
条
第
８
項

」
を
「第

３８
条
第
１０

項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「さ

れ
た
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
の
三
中
「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
、
「平

成

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
二

（表）
中
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
三

（表）
中

「

」
を

「

」
に
改
め

る
。別

記
第
十
六
号
様
式
中
「

」
を

「

」
に
、
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
及
び

改
正
後
の
規
則
別
記
第
十
号
様
式
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て

も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
九
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
、
第
十
三
号
様
式

の
三
、
第
十
四
号
様
式
の
二
及
び
第
十
四
号
様
式
の
三
、
第
十
六
号
様
式
並
び
に
第
十
九
号
様
式
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該

汚
染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要

措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
美
好
町
一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

原
位
置
封
じ
込
め
又
は
遮
水
工
封
じ
込
め
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
三
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ジ
ェ
イ
ト
モ
ー
ル

二

店
舗
所
在
地

北
区
上
十
条
二
丁
目
千
一
番

三

設
置
者
名

十
条
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

四

設
置
者
住
所

北
区
上
十
条
二
丁
目
七
番
十
一
号
ケ
ー

ユ
ー
プ
ラ
ザ
十
条
三
階

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

未
定

六

新
設
を
す
る
日

令
和
六
年
十
月
二
十
七
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

三
千
六
百
五
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

三
十
一
台
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駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

四
百
三
十
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

十
九
・
九
三
立
方
メ
ー
ト
ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

二
十
四
時
間
ほ
か

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

二
十
四
時
間
ほ
か

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

二
箇
所

敷
地
南
側
ほ
か

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

十
七

届
出
日

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
年
七
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
三
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

羽
田
エ
ア
ポ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン

二

店
舗
所
在
地

大
田
区
羽
田
空
港
二
丁
目
七
番
一
号

三

設
置
者
名

羽
田
エ
ア
ポ
ー
ト
都
市
開
発
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
四
番
一
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
東
京
国
際
空
港
第
２
ゾ
ー
ン

計
画

六

変
更
後
の
店
舗
名

羽
田
エ
ア
ポ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

大
田
区
羽
田
空
港
二
丁
目
二
番
ほ
か

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

大
田
区
羽
田
空
港
二
丁
目
七
番
一
号

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

未
定

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
く
ろ
ち
く
ほ
か
五
十
一
名

十
一

変
更
日

令
和
五
年
四
月
十
四
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
年
七
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

晴
海
ア
イ
ラ
ン
ド
ト
リ
ト
ン
ス
ク
エ
ア

商
業
施
設

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
六
号
ほ
か

三

設
置
者
名

住
友
商
事
株
式
会
社
ほ
か
五
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
二
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

第
一
生
命
保
険
株
式
会
社
ほ
か
一
名

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

稲
垣

精
二
（
第
一
生
命
保
険
株
式
会

社
）
ほ
か

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

隈
野

俊
亮
（
第
一
生
命
保
険
株
式
会

社
）
ほ
か

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
ほ
か
十
七
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
ほ
か
十
七
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
ほ
か
四
名
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称

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

古
瀬

良
多
（
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
）

ほ
か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

本
間

正
治
（
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
）

ほ
か

十
三

変
更
日

令
和
六
年
二
月
一
日
ほ
か

十
四

届
出
日

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

十
五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
六

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
年
七
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

新
橋
駅
前
Ｍ
Ｔ
Ｒ
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

港
区
新
橋
二
丁
目
八
番
五
号

三

設
置
者
名

森
ト
ラ
ス
ト
リ
ー
ト
投
資
法
人
ほ
か
一

名

四

設
置
者
住
所

港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
一
号
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

森
ト
ラ
ス
ト
リ
ー
ト
投
資
法
人

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

八
木

政
幸

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

内
藤

宏
史

八

変
更
日

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日

九

届
出
日

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
年
七
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
廃
止
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
三
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

新
橋
駅
前
Ｍ
Ｔ
Ｒ
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

港
区
新
橋
二
丁
目
八
番
五
号

三

設
置
者
名

森
ト
ラ
ス
ト
リ
ー
ト
投
資
法
人
ほ
か
一
名

四

店
舗
面
積
の
合
計

が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
と
な
る
日

令
和
四
年
一
月
一
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


